
 

 

災害レッドゾーン 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 33 条第１項第８号において規定される開発行

為を行うのに適当でない区域内の土地。 

 

 

災害イエローゾーン 

災害イエローゾーンとは、次のいずれかに該当する区域とする。 

ａ 土砂災害警戒区域 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 

57 号）第７条第１項の土砂災害警戒区域 

ｂ 浸水想定区域等 

浸水想定区域等に該当する区域は、次の区域とする。 

（ａ）水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第１項又は第２項の洪水浸水想定区域、 

同法第 14 条の２第１項又は第２項の雨水出水浸水想定区域、同法第 14 条の３第１項 

の高潮浸水想定区域 

（ｂ）津波防災地域づくりに関する法律（平成 23 年法律第 123 号）第 10 条第３項第２号 

の津波浸水想定に定める浸水の区域、同法第 53条第１項の津波災害警戒区域 

（ｃ）特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和 3 年法律第 31 号）に 

よる改正前の特定都市河川浸水被害対策法（平成 15 年法律第 77 号）第 32 条第１項 

の都市洪水想定区域、同法第 32 条第２項の都市浸水想定区域 


